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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
八
号

大
島
町
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
四
月
十
四

日
付
け
で
同
町
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

大
島
町
元
町
二
丁
目
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
①
の

と
お
り
）

面
積

四
〇
・
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二

所
在

大
島
町
元
町
一
丁
目
及
び
元
町
二
丁
目
地
先
公
有
水

面
（
別
図
一
②
の
と
お
り
）

面
積

二
、
七
八
九
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

所
在

大
島
町
元
町
一
丁
目
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
③
の

と
お
り
）

面
積

一
四
、
〇
二
八
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四

所
在

大
島
町
岡
田
字
横
町
地
先
公
有
水
面
（
別
図
二
①
の

と
お
り
）

面
積

一
、
三
六
三
・
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

五

所
在

大
島
町
岡
田
字
横
町
地
先
公
有
水
面
（
別
図
二
②
の

と
お
り
）

面
積

三
九
、
四
七
三
・
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六

所
在

大
島
町
岡
田
字
横
町
地
先
公
有
水
面
（
別
図
二
③
の

と
お
り
）

面
積

八
、
八
〇
七
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

七

所
在

大
島
町
波
浮
港
四
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別
図
三
①

の
と
お
り
）

面
積

二
、
〇
六
五
・
八
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八

所
在

大
島
町
波
浮
港
三
番
三
地
先
公
有
水
面
（
別
図
三
②

の
と
お
り
）

面
積

一
一
四
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル

九

所
在

大
島
町
波
浮
港
三
番
二
地
先
公
有
水
面
（
別
図
三
③

の
と
お
り
）

面
積

一
、
一
四
四
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

十

所
在

大
島
町
波
浮
港
二
番
四
地
先
公
有
水
面
（
別
図
三
④

の
と
お
り
）

面
積

一
、
八
五
五
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

所
在

大
島
町
差
木
地
字
下
原
千
十
八
番
十
地
先
公
有
水
面

（
別
図
三
⑤
の
と
お
り
）

面
積

五
、
九
九
八
・
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

十
二

所
在

大
島
町
差
木
地
字
下
原
千
十
三
番
七
十
九
地
先
公
有

水
面
（
別
図
三
⑥
の
と
お
り
）

面
積

五
、
二
七
一
・
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル

十
三

所
在

大
島
町
野
増
二
百
八
十
三
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別

図
四
の
と
お
り
）

面
積

八
、
五
八
六
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

十
四

所
在

大
島
町
元
町
一
丁
目
地
先
公
有
水
面
（
別
図
五
の
と

お
り
）

面
積

一
、
三
二
九
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
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令和2年8月19日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 86） ４

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
九
号

利
島
村
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
四
月
十
三

日
付
け
で
同
村
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

利
島
村
字
郷
二
千
四
百
四
十
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図

①
の
と
お
り
）

面
積

一
、
八
八
八
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

二

所
在

利
島
村
字
郷
二
千
四
百
三
十
九
番
地
先
公
有
水
面
（
別

図
②
の
と
お
り
）

面
積

七
、
〇
〇
二
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

所
在

利
島
村
字
郷
二
千
四
百
五
十
六
番
地
先
公
有
水
面
（
別

図
③
の
と
お
り
）

面
積

七
、
四
二
一
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
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◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
号

新
島
村
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
四
月
十
五

日
付
け
で
同
村
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

新
島
村
字
黒
根
一
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
①
の
と

お
り
）

面
積

四
、
〇
八
五
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二

所
在

新
島
村
字
黒
根
一
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
②
の
と

お
り
）

面
積

八
四
八
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三

所
在

新
島
村
式
根
島
九
百
九
十
三
番
二
地
先
公
有
水
面
（
別

図
二
①
の
と
お
り
）

面
積

二
八
三
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

所
在

新
島
村
式
根
島
九
百
九
十
三
番
二
地
先
公
有
水
面
（
別

図
二
②
の
と
お
り
）

面
積

五
八
三
・
九
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

所
在

新
島
村
式
根
島
九
百
九
十
三
番
二
地
先
公
有
水
面
（
別

図
二
③
の
と
お
り
）

面
積

二
、
八
七
三
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

六

所
在

新
島
村
式
根
島
九
百
十
八
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図
三

の
と
お
り
）

面
積

四
、
一
一
六
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

七

所
在

新
島
村
字
黒
根
一
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図
四
の
と
お

り
）

面
積

七
九
二
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル
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令和2年8月19日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 86） ８
◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
一
号

神
津
島
村
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
四
月
二

十
日
付
け
で
同
村
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
二
年
八
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

神
津
島
村
三
十
八
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
①
の
と

お
り
）

面
積

六
四
八
・
七
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二

所
在

神
津
島
村
三
十
七
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
②
の

と
お
り
）

面
積

一
、
九
三
四
・
一
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

所
在

神
津
島
村
九
番
一
、
十
八
番
、
十
九
番
、
三
十
六
番
及

び
三
十
七
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
③
の
と
お

り
）

面
積

九
八
九
・
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四

所
在

神
津
島
村
十
八
番
及
び
三
十
七
番
一
地
先
公
有
水
面

（
別
図
一
④
の
と
お
り
）

面
積

四
三
二
・
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五

所
在

神
津
島
村
三
十
七
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別
図
一
⑤
の

と
お
り
）

面
積

二
六
、
八
八
三
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

所
在

神
津
島
村
字
榎
木
が
沢
一
番
七
地
先
公
有
水
面
（
別
図

二
①
の
と
お
り
）

面
積

一
〇
、
一
五
九
・
七
六
平
方
メ
ー
ト
ル

七

所
在

神
津
島
村
字
榎
木
が
沢
十
三
番
二
地
先
公
有
水
面
（
別

図
二
②
の
と
お
り
）

面
積

二
三
、
七
五
一
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八

所
在

神
津
島
村
九
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別
図
三
の
と
お

り
）

面
積

五
四
二
・
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル
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令和2年8月19日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 86） １０

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
二
号

三
宅
村
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
四
月
十
五

日
付
け
で
同
村
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

三
宅
村
坪
田
千
三
百
六
番
十
三
地
先
公
有
水
面
（
別
図

一
の
と
お
り
）

面
積

二
〇
、
〇
五
二
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二

所
在

三
宅
村
伊
ヶ
谷
二
百
九
十
七
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図

二
①
の
と
お
り
）

面
積

一
〇
、
四
九
一
・
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

所
在

三
宅
村
伊
ヶ
谷
二
百
九
十
七
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図

二
②
の
と
お
り
）

面
積

一
、
〇
二
四
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

所
在

三
宅
村
阿
古
六
百
七
十
三
番
二
地
先
公
有
水
面
（
別
図

三
の
と
お
り
）

面
積

二
、
四
一
〇
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五

所
在

三
宅
村
伊
豆
五
百
九
十
番
地
先
公
有
水
面
（
別
図
四
①

の
と
お
り
）

面
積

二
、
一
一
五
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

六

所
在

三
宅
村
伊
豆
四
百
八
十
二
番
一
地
先
公
有
水
面
（
別
図

四
②
の
と
お
り
）

面
積

四
五
六
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル


